
公告第７－２３号 

 

任意継続被保険者保険料の決定について 

 

健康保険法第４７条に基づき、令和８年度任意継続被保険者の標準報酬

月額の上限を決定する、Ｈ.Ｕ.グループ健康保険組合の平均標準報酬月額

を公告します。 

記 

１．令和７年９月３０日における決定額 

・平均標準報酬月額  ３１０，７２２円 

・決定標準報酬等級  ３２０千円（２３等級） 

２．適用日 

・令和８年４月１日より適用する。 

 

以上 

 
 
 

令和８年２月２７日 

 

Ｈ.Ｕ.グループ健康保険組合 

理 事 長  山 本  幸 史 

                          （公印省略） 
                    

 




